
　　　informations for living              くらしの情報

※分からないことや詳しいことは、問に問い合わせてください。

vol.8

外国人の人権

問人権啓発センター
　☎ 62-1313

原
爆
死
没
者
の
慰
霊
と
平
和

祈
念
の
黙
と
う
を

県
漁
業
調
整
委
員
会
委
員

選
挙
人
名
簿
登
載
の
申
請

飼
い
犬
が
人
を
か
ま
な
い

よ
う
に
注
意
し
ま
し
ょ
う

荒
尾
市
議
会
の
議
会
報
告
会

に
お
越
し
く
だ
さ
い

ご
み
出
し
ル
ー
ル
読
本

お
詫
び
と
訂
正

障
が
い
者
へ
の
手
当
制
度

を
ご
利
用
く
だ
さ
い

国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
期

限
延
長（
後
納
制
度
）

中
退
共
の
退
職
金
制
度
を

活
用
し
ま
せ
ん
か

児
童
手
当
現
況
届
の
提
出
は

お
済
み
で
す
か

障
が
い
者
の
手
当
制
度　
現

況
届
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い

有
害
鳥
獣
に
よ
る
農
作
物
被

害
情
報
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い

イ
ノ
シ
シ
や
カ
ラ
ス
な
ど
有

害
鳥
獣
に
よ
る
農
作
物
被
害
が

増
え
て
い
ま
す
。
効
果
的
な
対

策
を
行
う
た
め
に
情
報
を
収
集

し
て
い
ま
す
の
で
、
被
害
に
遭
っ

た
人
は
、
鳥
獣
名
、
被
害
作
物
名
、

被
害
面
積
な
ど
、
被
害
状
況
を

お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

問
農
林
水
産
課
農
政
係

☎
63
・
１
４
４
３

今
年
は
広
島
と
長
崎
に
原
子

爆
弾
が
投
下
さ
れ
て
67
年
目
に

あ
た
り
ま
す
。

原
爆
死
没
者
や
戦
没
者
の
ご

冥
福
と
恒
久
平
和
の
確
立
を

願
っ
て
、
次
の
日
時
に
１
分
間

市
庁
舎
の
サ
イ
レ
ン
を
鳴
ら
し

ま
す
。
家
庭
や
職
場
な
ど
で
黙

と
う
を
さ
さ
げ
ま
し
ょ
う
。

●
サ
イ
レ
ン
を
鳴
ら
す
日
時

「
広
島
原
爆
の
日
」

８
月
６
日
（
月
）
午
前
８
時
15
分

「
長
崎
原
爆
の
日
」

８
月
９
日
（
木
）
午
前
11
時
２
分

「
全
国
戦
没
者
追
悼
式
」
が
行
わ

れ
る
８
月
15
日
（
水
）
正
午

問
総
務
課
職
員
厚
生
係

☎
63
・
１
２
０
４

「
県
有
明
海
区
漁
業
調
整
委
員

会
委
員
選
挙
人
名
簿
」
を
作
成

し
ま
す
。
選
挙
権
が
あ
る
人
は

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

●
選
挙
権
が
あ
る
人　

平
成
４
年

12
月
６
日
ま
で
に
生
ま
れ
、
市

内
に
住
所
か
事
業
所
を
持
ち
、

１
年
に
90
日
以
上
漁
業
（
徒
歩

で
の
採
貝
や
趣
味
に
よ
る
漁
業

を
除
く
）
に
携
わ
っ
て
い
る
人
。

荒
尾
市
議
会
で
は
、
市
民
ア

ン
ケ
ー
ト
の
結
果
や
議
会
基
本

平
成
24
年
10
月
１
日
～
平
成

27
年
９
月
30
日
の
３
年
間
に
限

り
、
過
去
10
年
以
内
の
納
め
忘

れ
た
国
民
年
金
保
険
料
を
納
め

る
こ
と
が
で
き
る
後
納
制
度
が

始
ま
り
ま
す
。
過
去
10
年
以
内

の
保
険
料
を
追
加
で
納
め
る
こ

と
で
、
将
来
の
年
金
額
を
増
や

し
た
り
、
年
金
の
受
給
権
に
つ

な
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

対
象
者
に
は
、
日
本
年
金
機

構
が
平
成
25
年
７
月
末
ま
で
に

お
知
ら
せ
を
送
付
し
ま
す
。
自
分

の
年
金
記
録
を
確
認
し
、
当
て

は
ま
る
人
は
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

※
後
納
制
度
は
事
前
申
し
込
み

が
必
要
で
す
が
、
審
査
の
結

果
利
用
で
き
な
い
場
合
が
あ

り
ま
す
。

問
国
民
年
金
保
険
料
専
用
ダ
イ

ヤ
ル

☎
０
５
７
０
・
０
１
１
・
０
５
０

☎
03
・
６
７
３
１
・
２
０
１
５

玉
名
年
金
事
務
所

☎
74
・
１
６
３
８

有
明
保
健
所
管
内
（
荒
尾
・

玉
名
郡
市
）
で
、
４
月
か
ら
す

で
に
７
件
、
犬
が
人
を
か
む
事

故
の
発
生
が
確
認
さ
れ
て
い
ま

す
。
こ
の
内
つ
な
い
で
い
る
犬

に
よ
る
事
故
が
５
件
、
放
し
飼

い
に
よ
る
事
故
が
２
件
で
す
。

飼
い
犬
に
よ
る
事
故
は
全
て

飼
い
主
の
責
任
で
す
。
被
害
の

程
度
に
よ
っ
て
は
傷
害
罪
や
過

失
致
死
罪
な
ど
に
問
わ
れ
る
こ

と
に
も
な
り
ま
す
の
で
、
犬
は

正
し
く
飼
い
ま
し
ょ
う
。

❶
狂
犬
病
予
防
の
た
め
に
、
登

録
と
注
射
を
し
ま
し
ょ
う

　

日
本
は
狂
犬
病
の
清
浄
国
で

す
が
、
諸
外
国
に
は
ま
ん
延
し

て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
狂
犬

病
が
い
つ
国
内
に
入
っ
て
く
る

か
分
か
り
ま
せ
ん
。
犬
の
生
涯

１
度
の
登
録
を
し
、
年
に
１
度

の
狂
犬
病
予
防
注
射
を
受
け
ま

し
ょ
う
。

❷
常
に
つ
な
い
で
飼
い
ま
し
ょ
う

　

熊
本
県
の
動
物
愛
護
条
例
で

は
、
犬
を
常
時
つ
な
い
で
お
く

こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
家
の
敷
地
内
に
つ
な
ぐ

場
合
で
も
、
外
部
と
境
界
が
隔

て
ら
れ
て
い
な
い
場
所
に
は
つ

な
が
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

❸
必
要
に
応
じ
て
不
妊
や
去
勢

を
し
ま
し
ょ
う

問
環
境
保
全
課
環
境
業
務
係

☎
63
・
１
３
７
０

有
明
保
健
所

☎
72
・
２
１
８
４

２
０
１
３
年
版
市
民
手
帳

予
約
を
受
け
付
け
ま
す

県
や
市
町
村
の
最
新
統
計
資

料
な
ど
を
掲
載
し
て
い
る
市
民

手
帳
の
予
約
を
受
け
付
け
ま
す
。

●
主
な
内
容
（
２
部
構
成
）

【
日
記
編
】
月
間
予
定
表
、
見
開

き
１
週
間
タ
イ
プ
日
記
欄

【
資
料
・
名
簿
編
】
荒
尾
市
行
政

機
構
図
、
市
議
会
議
員
名
簿
、

納
税
ご
よ
み
、
市
民
課
窓
口
事

務
案
内
、
連
絡
先
一
覧
表　

他

●
価
格　

４
７
０
円
（
税
込
）

●
発
売
予
定　

11
月
中
旬

●
予
約
締
切　

９
月
14
日
（
金
）

●
予
約
方
法　

政
策
企
画
課（
市

役
所
２
階
）に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

※
１
階
で
予
約
し
た
い
人
は
総
合

案
内
に
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

※
電
話
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

も
予
約
で
き
ま
す
。

問
政
策
企
画
課
企
画
統
計
係

☎
63
・
１
２
７
４

中
退
共
（
中
小
企
業
退
職
金
共

済
）
制
度
は
、
中
小
企
業
で
働
く

人
の
た
め
の
外
部
積
立
型
の
国

の
退
職
金
制
度
で
す
。

掛
け
金
の
助
成
や
税
法
上
の

優
遇
な
ど
有
利
な
特
典
も
あ
り

ま
す
。
ぜ
ひ
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

問
（
独
）
勤
労
者
退
職
金
共
済
機

構　

中
小
企
業
退
職
金
共
済
事

業
本
部

☎
03
・
６
９
０
７
・
１
２
３
４

現
況
届
を
送
付
し
た
受
給
者

で
、
手
続
が
済
ん
で
い
な
い
人

は
急
い
で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

こ
の
届
出
が
な
い
と
、
６
月
分

以
降
の
受
給
が
で
き
な
く
な
り

家
庭
用
電
気
マ
ッ
サ
ー
ジ
器

は
正
し
く
使
い
ま
し
ょ
う

家
庭
用
電
気
マ
ッ
サ
ー
ジ
器

の
ロ
ー
ラ
ー
部
の
布
カ
バ
ー
を

外
し
て
使
用
し
た
こ
と
で
、
衣

服
が
ロ
ー
ラ
ー
に
巻
き
込
ま
れ

て
窒
息
死
す
る
事
故
が
発
生
し

ま
し
た
。
マ
ッ
サ
ー
ジ
器
を
使

用
す
る
場
合
は
取
扱
説
明
書
を

よ
く
読
み
、
正
し
く
利
用
し
て

く
だ
さ
い
。
特
に
カ
バ
ー
を
外

し
て
使
用
し
た
り
、
カ
バ
ー
が

破
れ
た
状
態
の
ま
ま
使
用
し
た

り
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

問
有
明
保
健
所
衛
生
環
境
課

☎
72
・
２
１
８
４

福
祉
課
窓
口
で
請
求
に
必
要

な
書
類
を
お
渡
し
し
て
い
ま
す
。

●
手
当
の
種
類
と
対
象
者

【
特
別
障
害
者
手
当
】

20
歳
以
上
で
政
令
で
定
め
る
程

度
の
重
度
の
障
が
い
状
態
に
あ

る
た
め
、
日
常
生
活
で
常
時
介

護
が
必
要
な
人

【
障
害
児
福
祉
手
当
】

20
歳
未
満
の
人
で
、
政
令
で
定

め
る
程
度
の
重
度
の
障
害
状
態

に
あ
る
た
め
、
日
常
生
活
で
常

時
介
護
が
必
要
な
人

【
特
別
児
童
扶
養
手
当
】

20
歳
未
満
の
身
体
ま
た
は
精
神

に
中
度
以
上
の
障
が
い
の
あ
る

児
童
を
監
護
す
る
父
・
母
ま
た

は
父
母
に
代
わ
っ
て
児
童
を
養

育
し
て
い
る
人

※
各
手
当
に
は
支
給
で
き
な
い

場
合
が
あ
り
ま
す
。
詳
し
く

は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
福
祉
課
福
祉
係

☎
63
・
１
４
０
６

特
別
障
害
者
手
当
、
障
害
児

福
祉
手
当
、
経
過
的
福
祉
手
当
、

特
別
児
童
扶
養
手
当
を
受
給
し

て
い
る
人
（
昨
年
受
給
停
止
に

な
っ
て
い
る
人
も
含
む
）
は
、

平
成
24
年
度
現
況
届
を
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。
提
出
さ
れ
な
い

と
、
手
当
が
受
給
で
き
な
く
な

り
ま
す
。

●
受
付
期
間

８
月
13
日
（
月
）
～
21
日
（
火
）

●
受
付
場
所

福
祉
課
福
祉
係
⑫
窓
口

●
必
要
な
も
の　

現
況
届
、
所
得

状
況
届
、
印
鑑
（
朱
肉
用
）

※
受
給
者
に
は
届
出
用
紙
を
送

広
報
あ
ら
お
７
月
号
と
同
時

に
配
布
し
た
「
ご
み
出
し
ル
ー

ル
読
本
」
に
２
点
、
誤
っ
た
記

述
が
あ
り
ま
し
た
。
次
の
と
お

り
、
お
詫
び
し
て
訂
正
し
ま
す
。

●
表
紙　

も
く
じ　

13
リ
サ
イ
ク

ル
の
出
し
方

［
誤
］
ト
イ
レ

［
正
］
ト
レ
イ

●
５
ペ
ー
ジ　

受
付
時
間

［
誤
］
午
前
１
時
00
分

［
正
］
午
後
１
時
00
分

問
環
境
保
全
課
環
境
業
務
係

☎
63
・
１
３
７
０

市
の
施
設

８
月
の
臨
時
休
業

市
の
施
設
は
、
８
月
に
次
の

と
お
り
臨
時
休
業
し
ま
す
。

不
明
な
点
は
各
施
設
に
直
接

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

施設名 休業日 連絡先

市民体育館・弓道場・体育
センター・夜間照明施設 14 日（火）・15 日（水） 運動公園管理事務所

☎ 62-5163

荒尾市潮湯 15 日（水）・16 日（木） ☎ 62-1610

働く女性の家
13 日（月）・14 日（火）
15 日（水）

☎ 64-2884

小岱工芸館 ☎ 68-7400

みどり蒼生館 ☎ 66-4700

メディア交流館 13 日（月）・14 日（火）
15 日（水）・16 日（木） ☎ 69-0552

外
国
人
で
あ
る
と
い
う

だ
け
で
、
特
別
扱
い
や
決

め
つ
け
た
考
え
方
を
し
て

い
ま
せ
ん
か
？

も
し
自
分
が
外
国
で
生

活
す
る
こ
と
に
な
っ
た
ら

…
と
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

先
入
観
で
外
国
人
を
疎
外

し
て
し
ま
う
の
で
は
な
く
、

い
ろ
い
ろ
な
国
の
人
と
交

流
し
、
文
化
や
歴
史
の
違

い
を
知
る
こ
と
が
大
切
で

す
。
そ
の
上
で
、
お
互
い

一
人
の
人
間
と
し
て
認
め

合
い
、
尊
重
し
合
う
関
係

を
築
い
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

そ
の
国
の
文
化
や
習
慣
に

つ
い
て
理
解
を
深
め
る
と

共
に
、
相
手
の
こ
と
を
よ

く
知
り
、
違
い
を
認
め
合

い
、
共
に
生
活
で
き
る
社

会
に
し
て
い
く
こ
と
が
大

切
で
す
。

付
し
て
い
ま
す
。

問
福
祉
課
福
祉
係

☎
63
・
１
４
０
６

ま
す
。

●
届
出
場
所　

子
育
て
支
援
課
⑭

窓
口

問
子
育
て
支
援
課

☎
63
・
１
４
１
７

（
選
挙
権
欠
格
者
を
除
く
）

●
申
請
方
法　

平
成
23
年
度
に
名

簿
登
載
さ
れ
て
い
る
世
帯
に
は
、

８
月
20
日
に
申
請
書
を
送
付
し

ま
す
。
現
在
も
漁
業
に
携
わ
っ

て
い
る
人
は
内
容
を
確
認
し
た

後
、
行
政
協
力
員
に
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。

※
今
年
度
新
し
く
申
請
す
る
人

は
、
申
請
書
を
行
政
協
力
員

か
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

か
ら
受
け
取
っ
て
く
だ
さ
い
。

●
申
請
期
間

９
月
１
日
（
土
）
～
５
日
（
水
）

問
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

☎
63
・
１
２
５
４

条
例
の
骨
格
案
の
説
明
、
こ
れ

ま
で
の
議
会
改
革
の
取
り
組
み

報
告
を
行
う
た
め
、
市
内
６
会

場
で
議
会
報
告
会
を
開
催
し
ま

す
。
ぜ
ひ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

詳
し
く
は
議
会
だ
よ
り
８
月

号
（
広
報
あ
ら
お
８
月
号
と
同

時
配
布
）
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
荒
尾
市
議
会
事
務
局

☎
63
・
１
６
２
８
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